
郡山市私立幼稚園・認定こども園連合会

日時：2023年7月25日（火） 16：00～
場所：郡山ビューホテル

市長講話「郡山市の子育て施策について」



◎児童憲章
制定日：昭和26年5月5日
制定者：児童憲章制定会議（内閣総理大臣により招集。国民各層・各界の代表で構成。）

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

児童は、人として尊ばれる。

児童は、社会の一員として重んぜられる。

児童は、よい環境の中で育てられる。

一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられ
る。

三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。
七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまた
げられないように、十分に保護される。

九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。
十 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
十二 すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。
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◎日本国憲法
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、
これを無償とする。
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〇日本国憲法
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

○会社更生法
(目的)
第一条 この法律は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主

その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。
○破産法
(目的)
第一条 この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関

係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るととも
に、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

○民事再生法
(目的)
第一条 この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定

めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生
活の再生を図ることを目的とする。

○雇用保険法
(目的)
第一条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、

労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るととも
に、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正
及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

○生活困窮者自立支援法
(目的)
第一条 この法律は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援

に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。
○生活保護法
(目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、

必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

【ＳＤＧｓ六法 】

No one will be left behind ～“誰一人取り残さない社会”の実現を目指して
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９１５人の差
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国基準待機児童数（2023年４月１日現在） 保育所入所児童数及び新規入所申込者数の推移

種別 施設数 定員 入所者 入所率（％）

公立保育所 25 2,000 1,793 89.7 

民間認可保育所 34 2,458 2,394 97.4 

小規模保育事業所 19 358 342 95.5 

事業所内保育事業所 3 200 130 65.0 

認定こども園 8 861 873 101.4 

合計 89 5,877 5,532 94.1 

2023年4月における施設種類別入所率
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【概要】
「ベビーファースト運動」とは、子育て世代が子どもを産み育てたくなる社会

を実現するための運動です。企業や行政がみんなで赤ちゃんを育んでいく優しい
社会を目指し、公益社団法人日本青年会議所が全国的に展開しています。

【郡山市の活動宣言】

「郡山市は全力で子育て応援中！」
市民の皆様、事業者、郡山市などが一体となり、地域ぐるみで、子ども

が安心して産まれ、育つまちづくりを目指します。郡山市でも、全庁的に
子育て応援に取り組んでまいります。

【郡山市のアクションプラン】
①子どもの成育段階に応じた子育てを支援します。
②子どもが安心して産まれ、育つまち郡山を実現します。
③若い世代の希望実現を応援します。

郡山市の３つのアクションプランに基づく、具体的な行動は、次のページに掲載しています。

公益社団法人日本青年会議所の「ベビーファースト運動」の

趣旨に賛同し、郡山市は「ベビーファースト運動」へ参画

します。

●市ウェブサイト（右側のＱＲコードより閲覧できます）
https://www.city.koriyama.lg.jp/site/kosodate/44897.html
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郡山市のアクションプランに基づく具体的な事業は下記のとおりです。

Ⅰ 子どもの成育段階に応じた子育て支援

Ⅱ子どもが安心して産まれ、育つまち郡山を実現

婚活から結婚新生活までまるごと応援
withコロナ婚活支援事業
結婚新生活支援事業

地域ぐるみでの子育てサポートの充実
【事業者】ベビーファーストハード整備支援事業
【市民等】ベビーファースト活動支援事業
【団体等】子どもの居場所づくり支援事業
【団体等】ファミリーサポートセンター事業
【事業者】病児病後児保育事業

ひとり親世帯へのさらなる支援

子どもの生活・学習支援事業
ひとり親世帯家賃・家賃債務保証料減額事業
児童扶養手当事業
ひとり親家庭医療助成事業

Ⅲ若い世代の希望実現を応援

誰一人取り残さない健やかな成長
公共施設おむつ交換台設置事業
ヤングケアラー啓発事業
養育費の公正証書等作成に係る支援事業
医療的ケア児保育支援事業
障害児保育補助事業

子育てに関する経済的な支援
ベビーファースト給付金事業（伴走型相談支援）
低所得者妊婦への初診補助
こども医療助成事業
児童手当事業
保育料無料化・軽減等事業

妊娠・出産・育児不安解消等への支援
子育て世帯訪問支援事業（家事・育児支援）
子育て世帯包括支援センター事業
産後ケア事業 （デイケア等（授乳・沐浴指導））
妊婦出産包括支援事業（乳幼児家庭全戸訪問等）
LINE子ども・子育て相談事業

多胎児、多子世帯への支援
産前・産後ヘルパー派遣事業
多胎妊婦検診・交流会事業
多子世帯保育料軽減事業

保育所 量の確保から質の向上へ
保育士・保育所支援センター事業
保育の質向上ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研修業務委託事業
要支援児童等対応推進事業
保育所ＤＸ推進事業（登降園管理等）

※保育所・放課後児童クラブの充実

新 新規事業 拡充事業拡

放課後児童クラブ
指定管理制度への移行（2024年～）
放課後児童クラブ事業
民間放課後児童クラブ補助事業

新

拡

新

新
新

新

新

新

新
新

子育て中の保育士を応援
認可保育施設保育士保育料減免事業 【歳入】
補助事業 【歳出】

新

新

広域圏

SDGｓ

新

少子化
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予算単位：千円、（ ）は2022年度当初予算
Ⅰ 子どもの成育段階に応じた子育て支援

１ 国及び経済の動向

(1)経済財政運営と改革の基本方針（2022.6.7閣議決定）
〇結婚、妊娠・出産、子育てのライフステージに応じた取組
〇安全・安心に成長できる環境の提供 〇誰一人取り残さない健やかな成長

(2)新しい資本主義のグランドデザイン（同日閣議決定）
〇こども家庭庁によるこども施策の推進 〇子育て世代の住居費・ヤングケアラー支援
〇保育・放課後児童クラブの充実（社会全体で子育てを推進）

(3)デジタル田園都市国家構想基本方針（同日閣議決定）
〇デジタル技術を活用した子育て支援

２ 本市の状況

(1)「郡山市は全力で子育て応援中！」を宣言（2022.7.25）
ベビーファースト運動の趣旨に賛同し、市民、事業者、行政が地域ぐるみで支援

(2)組織改編（2022.11.1） ヤングケアラー･シングルペアレントを含む子育て世帯に対する包括的な支
援体制強化のため、こども部を４課体制に拡充

Ⅱ子どもが安心して産まれ、育つまち郡山を実現

婚活から結婚新生活までまるごと応援
withコロナ婚活支援事業 513 (763）
結婚新生活支援事業 64,025 (21,006）

地域ぐるみでの子育てサポートの充実
【事業者】ベビーファーストハード整備支援事業 1,000
【市民等】ベビーファースト活動支援事業 1,500
【団体等】子どもの居場所づくり支援事業★２ 1,500

【団体等】ファミリーサポートセンター事業 9,730（9,395）
【事業者】病児病後児保育事業 61,758（70,460)

ひとり親世帯へのさらなる支援

子どもの生活・学習支援事業★１ 10,275
ひとり親世帯家賃・家賃債務保証料減額事業 24,719    (18,709）
児童扶養手当事業 1,359,924 (1,393,417）
ひとり親家庭医療助成事業 61,351   （60,991)

Ⅲ若い世代の希望実現を応援

誰一人取り残さない健やかな成長
公共施設おむつ交換台設置事業 2,200
ヤングケアラー啓発事業 452   (421）
養育費の公正証書等作成に係る支援事業 609  （531）
医療的ケア児保育支援事業 16,168 (16,167）
障害児保育補助事業 70,727 (57,798）

子育てに関する経済的な支援
ベビーファースト給付金事業（伴走型相談支援） 246,988
低所得者妊婦への初診補助 4,895
こども医療助成事業 1,417,680（1,417,367）
児童手当事業 4,664,310 (4,799,380）
保育料無料化・軽減等事業 24,247    (23,971)

妊娠・出産・育児不安解消等への支援
子育て世帯訪問支援事業（家事・育児支援） 1,055
子育て世帯包括支援センター事業 1,364  （1,215）
産後ケア事業 （デイケア等（授乳・沐浴指導）） 4,926  （4,249）
妊娠出産包括支援事業（乳幼児家庭全戸訪問等） 8,861 （17,875）
LINE子ども・子育て相談事業 1,650  （1,650）

多胎児、多子世帯への支援
産前・産後ヘルパー派遣事業 1,451
（1,395）多胎妊婦検診・交流会事業
444  （645)多子世帯保育料軽減事業
17,379 (18,782)

保育所 量の確保から質の向上へ
保育士・保育所支援センター事業 175,469（171,673）
保育の質向上ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研修業務委託事業 4,759
要支援児童等対応推進事業 2,229   

保育所ＤＸ推進事業（登降園管理等） 31,676 (19,895)

※保育所・放課後児童クラブの充実

新 新規事業 拡大事業拡

放課後児童クラブ
指定管理料（債務負担行為）

1,930,659（３年間）
放課後児童クラブ事業 125,986 （87,353）
民間放課後児童ｸﾗﾌﾞ補助事業 180,585（161,312）

新

拡

新

新
新

新

新

新

新

新

子育て中の保育士を応援

認可保育施設保育士保育料
減免事業 【歳入】17,940
補助事業 【歳出】 6,900

新

新

新

少子化

少子化

少子化

【各指標】

年度
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量の確保に注力

転
換
点

受け皿の確保

新設

質の向上
へ

ＵＰ
現在

認可外から認可

定員の増

転換点を迎えた保育行政

これまで 今後

持続可能かつ
質の高い保
育・幼児教育を
目指す

保育・幼児教育
ビジョン策定
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郡山市保育・幼児教育ビジョン

基本理念 ： 「子どもの想い」を第一に考えるまち こおりやま

基本方針１をベースとして基本方針2～4を展開

基本方針 1

ビジョン概要

保育・幼児教育の現状と課題

人口減少と少子高齢化
女性の就業率の上昇

特別な配慮を必要と
する児童の増加

保育者の不足

多様なニーズへの対応
特別な支援を要する児童等への対応
保育人材確保と負担軽減
待機児童ゼロの継続

公立保育所老朽化への対応
需要減少を見据えた施設配置
感染症や災害への対応
保育者の資質維持向上

基本方針 2

多様な保育・
幼児教育ニーズへ対
応

特別な支援の必要な児
童・保護者への支援

医療的ケア児への支援
病児保育事業の拡充
延長保育事業の拡充・休
日保育の検討

広域利用の検討

基本方針 3

施設の適正配置に
取り組む

公立保育所の機能強化
必要な保育・幼児教育の
確保

少子化の進行に応じた公
立保育所の適正配置

基本方針 4

非常時(災害・コロナ
感染症等)に強い体制
の構築

非常時の協力体制構築
災害対応にかかわる計画
策定の支援

施設の危機管理体制強化
ニューノーマルへの対応
支援

保育・幼児教育の
質の向上に必要な
基盤を整備

保育者の就労環境改善
保育士・保育所支援セン
ターの機能強化

研修機会の確保
施設や保育者のネット
ワーク構築

バックキャストの視点によ
る就学に向けた支援

全国的な動向
郡山市の課題

子どもの最善の利益 将来を見据えたバックキャスト
SDGs セーフコミュニティ こおりやま広域圏

基本的な視点

基本方針と取り組みの方向性

2021年11月策定

～持続可能かつ質の高い保育・幼児教育を目指します～
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全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充
～「こども誰でも通園制度（仮称）」の創設～

０～２歳児の約６割を占める未就園児を含め、子育て家庭の多くが「孤立した
育児」の中で不安や悩みを抱えており、支援の強化を求める意見がある。

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、
全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形で
の支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利
用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給
付（「こども誰でも通園制度（仮称）」）を創設する。

具体的な制度設計に当たっては、基盤整備を進めつつ、地域における提供体制
の状況も見極めながら、速やかに全国的な制度とすべく、本年度中に未就園児の
モデル事業を更に拡充させ、2024年度からは制度の本格実施を見据えた形で実施
する。あわせて、病児保育の安定的な運営に資するよう、事業の充実を図る。
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令和５年６月13日に閣議決定された「こども未来戦略方針」では、
少子化対策の「加速化プラン」の具体的な施策として、「児童手当
の拡充」や「出産等の経済的負担の軽減」、「医療費等の負担軽
減」などが盛り込まれている。

また、同プランの中で「こども誰でも通園制度（仮称）」の創設
が下記のとおり示されている。



ご清聴ありがとうございました。


